
日向市結婚新生活応援事業補助金

最 大
20万円日向市は若者の結婚を応援します！

対象者
若者の結婚を応援するため、新生活を始める費用の一部を支援します。

● 令和６年１月１日以降に婚姻届を受理された夫婦。
● 婚姻日時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
● 夫婦の所得が合計500万円未満であること。
　   ※500万円以上の場合でも、奨学金の返済をしている方は所得合計から差し引くことができます。
● 日向市税等の滞納がないこと。
● その他の要件については申請書等でご確認ください。

対象経費

以下の全ての要件を満たす市民の方が補助対象です。

対象となる経費

住宅取得に係る経費 新築、中古住宅の購入費用

住宅賃借に係る経費 家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
 ※住宅手当がある場合はその額を差し引きます。

引越費用に係る経費 引越業者へ支払った金額

受付期間

婚姻を機に新たに生活を送るための日向市内の住宅で、
令和6年4月1日以降に支払った以下の経費が対象です。

令和７年２月28日(金)まで
(予算に限りがありますので、申請を受け付けられない場合があります。)

【お問い合せ】
　〒883-8555

　日向市本町10番5号
　日向市 総合政策課 政策推進係
  ☎　 ０９８２－66－1001（内線2216）　　　　
　 　 sougou@hyugacity.jp

申請方法などの詳細は、
市HPを確認！

補助金の手続方法・必要な書類などは
裏面をご確認ください。



①交付申請

必要な書類 取得できる場所 備考

□　交付申請書（様式第１号） 市ホームページ
市役所窓口（総合政策課）

申請書は、ホームページに掲載のほか、市役所窓口に置
いています。郵送を希望の方はお問い合わせください。

□　婚姻届受理証明書
　　 または戸籍謄本の写し※

コンビニ
市役所窓口（市民課）

受理証明書は、婚姻届を提出した自治体で、
戸籍謄本は、本籍地を置く自治体で発行できます。

□　住民票の写し※ 世帯全員分の氏名が記載されているものが必要です。

□　夫婦それぞれの所得証明書※ R6.4.1～R6.5.31に申請する方 → R5年度所得
R6.6.1～R7.2.28に申請する方 → R6年度所得

□　夫婦それぞれの日向市税等の
　　 完納証明書 市役所窓口（市民課） 日向市税が課税されていない方は、日向市民税の非課

税証明書※を提出してください。

②補助金請求
必要な書類 備考

□　補助金請求書（様式第３号） 請求書はホームページに掲載のほか、市役所窓口に置いています。
郵送を希望の方はお問い合わせください。

□　家賃等の支払いが確認できる領収書や通帳の写し 不明な場合は通帳の原本を窓口にお持ちください。
通帳を作っていないという方は、ご相談ください。

□　補助金の振込先口座が確認できる通帳の写し 通帳の表面及び見開き１枚目の写しを提出してください。

□　住宅支払支給証明書（様式第４号） 該当者のみ提出してください。

手続方法

● 以下に記載の必要な書類を揃えて市役所窓口（２階７番）に提出してください。
● 「①交付申請」と「②補助金請求」を同時に提出することもできます。
● 「②補助金請求」後、補助金の振り込みまで２週間程度かかります。

必要な書類

下記の書類を揃えて申請してください。
日向市民でマイナンバーカードをお持ちの方は※の証明書をコンビニで取得できます。
（利用可能時間　6:30～23:00）●全員提出

●該当者のみ提出

【申請者】

申請書提出
①

【日向市】

申請書審査
交付決定

【申請者】

請求書提出
②

【日向市】

口座へ振込申請の流れ

対象経費の支払いが終わったら、下記の書類を揃えて請求してください。

必要な書類 取得できる場所 備考

□　貸与型奨学金の返還額がわか　
　　 る書類

（独）日本学生支援機構
　ホームページ

奨学金の返還をしている場合、夫婦の所得合計から返
還額を差し引くことができます。
（所得合計が500万円を超える場合にご提出ください。）

□　【住宅取得の場合】　工事請負契約書の写し等
氏名、住所、金額等詳細がわかるものが必要です。
不明な場合は契約書原本を窓口にお持ちください。□　【住宅賃借の場合】　賃貸借契約書の写し

□　【引越費用の場合】　引越費用に係る領収書の写し


